
令和８年度 保土ケ谷支援学校不祥事ゼロプログラム 

 

 

 保土ケ谷支援学校は、事故・不祥事発生ゼロを目的として、次のとおり不祥事ゼロプログラムを定める。 

１ 実施責任者 

   保土ケ谷支援学校不祥事ゼロプログラムは、全教職員で取り組む。実施責任者は校長とし、副校長、教頭 

  及び事務長がこれを補佐する。また、総括教諭は、校長及び副校長、教頭を補佐する。 

２ 目標及び行動計画 

 項 目 目 標 行 動 計 画 

１ 

法令遵守意識の向上（法 

令の遵守、服務規律の徹 

底）【必須】 

公務外においても公 

務員・教員としての自

覚を持ち行動する。 

・法令に基づく義務に加え、社会規範を確認し、適宜

情報提供や注意喚起を行う。 

・毎月の不祥事防止研修で啓発資料や事故・不祥事事

例を取り上げ、法令遵守意識を高める。 

２ 

職場のハラスメント（パ

ワハラ、セクハラ、マタ

ハラ等）の防止【必須】 

相手や周囲の方の気

持ちを尊重しつつ、自

分の意見を素直に発

信できる働きやすい

職場環境を作る。 

・研修会や職員啓発資料をもとに注意喚起を行うと共 

 に、職員間で互いを気遣い相談しやすい環境づくり

を行う。 

・管理職との面接等で意思疎通を図る。 

３ 

児童・生徒に対するわい

せつ・セクハラ行為の防

止【必須】 

職員一人ひとりが当

事者意識を持って決

められたルールを遵

守し、未然防止に取り

組む。 

・指導は複数の教員で対応し、密室状態にならない環

境を作る。 

・児童・生徒に対し、相談体制について周知する。 

・管理職は日常的に巡視し、指導状況を確認する。 

・職員は、校務内外において常に高い倫理観を持ち、

自身の行動を律し、不祥事(わいせつ事案等)防止を

徹底する。 

４ 

体罰・不適切な指導の防

止【必須】 

児童・生徒の人権を尊

重した指導により、体

罰や不適切な指導を

防止する。 

・指導においては複数の教員で対応し、密室状態にな

らない環境を作る。 

・児童・生徒に対し、相談体制について周知する。 

・児童・生徒の人権を尊重した呼称をはじめとした言

葉遣い、適切な身体接触等について、同僚性を発揮

しながら相互に注意し合う環境づくりを進める。 

５ 

入学者選抜、成績処理及

び進路関係書類の作成及

び取扱いに係る事故防止

【必須】 

個人情報を含む書類

等の作成・保管・廃棄

を適正に行う。 

・資料作成方法について学部等で共通理解し、随時注

意喚起を図る。 

・作業中の保管、印刷後の管理、誤配付がないように 

 複数人で点検し、作業を進める。 

６ 

個人情報等の管理、情報

セキュリティ対策 

個人情報の適正な管

理と運用により信頼

性の高い業務の遂行

を図る。 

・サーバー及び電子データの定期的な点検管理を行

う。 

・個別教育計画や相談記録等の個人情報の適正な管

理・運用と環境整備を行う。 



 

７ 

交通事故防止、酒酔い・

酒気帯び運転防止、交通

法規の遵守 

交通ルールを守り、事

故の未然防止及び飲

酒運転ゼロを徹底す

る。 

・職員啓発資料等により随時注意喚起を行い、職員の

交通安全意識の向上・事故防止の徹底を図る。 

８ 

業務執行体制の確保等 

(情報共有、相互チェック

体制、業務協力体制) 

日常的に情報共有し、

チームで事故を未然

に防止する環境を作

る。 

・一人で仕事を抱え込まず、情報や計画をチームで共 

 有し、複数で点検・確認しながら業務に取り組む。 

・事故・ヒヤリハット事案を検証し、事故が起きやす

い場面を共有し事故防止策を講じる。 

９ 

財務事務等の適正執行 公費及び私費会計の

適正な執行・管理や、

備品等の適正な管理

を行う。 

・私費会計マニュアルをもとに、会計の手続きを適正 

 に実施する。 

・ダブルチェックにより、適正な処理を行う。 

 

３ 検証 

  ・検証機関・・・不祥事防止会議（企画会議） 

  ・中間検証・・・令和８年 10 月（各項目の実施状況の確認と意見交換、必要に応じて計画の見直しを実施） 

  ・最終検証・・・令和９年３月（令和８年度実施結果まとめ、令和８年度不祥事ゼロプログラム案検討） 

 

４ 報告 

  ・作成した「不祥事ゼロプログラム」及び「不祥事ゼロプログラム実施結果」を学校ホームページに掲載 

  する。 


